
Ⅲ 税目別の概要

（単位：億円）
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１ 町民税のあらまし

（１）個人町民税

ア 納税義務者

各年の１月１日に町内に住所を有する人又は居住している人

イ 課税標準

（ア）均等割

（イ）所得割

ａ 所得金額

・総所得金額 ・山林所得の金額 ・退職所得の金額 ・土地等に係る事業

所得等の金額 ・長期譲渡所得の金額 ・短期譲渡所得の金額 ・上場株式

等に係る配当所得の金額 ・株式等に係る譲渡所得等の金額 ・先物取引に

係る雑所得等の金額

ｂ 所得控除額

・雑損控除額 ・医療費控除額 ・社会保険料控除額 ・小規模企業共済等

掛金控除額 ・生命保険料控除額 ・地震保険料控除額 ・障害者控除

額 ・寡婦（寡夫）控除額 ・勤労学生控除額 ・配偶者控除額 ・配偶者

特別控除額 ・扶養控除額 ・基礎控除額

ｃ 課税標準額

・課税総所得金額 ・課税山林所得金額 ・課税退職所得金額 ・土地等に

係る課税事業所得等の金額 ・課税長期譲渡所得の金額 ・課税短期譲渡所

得の金額 ・上場株式等に係る課税配当所得の金額 ・株式等に係る課税譲

渡所得の金額 ・先物取引に係る課税雑所得等の金額

【所得控除のうち所得税と異なるもの】

１ 生命保険料控除

（１）旧契約（平成２３年１２月３１日以前に生命保険会社等と契約をした保険

契約等）に係る生命保険料または個人年金保険料を支払った場合（両方を支

払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額（限度

額 70,000 円））

◆支払った保険料が

ア 15,000 円以下の場合：支払った保険料の金額

イ 15,000 円を超え 40,000 円以下の場合：支払った保険料の金額の合計額

×1/2＋7,500 円

ウ 40,000 円を超え 70,000 円以下の場合：支払った保険料の金額の合計額

×1/4＋17,500 円

エ 70,000 円を超える場合：35,000 円

（２）新契約（平成２４年１月１日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約

等）に係る生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場

合（各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した

金額の合計額（限度額 70,000 円））



◆支払った保険料が

ア 12,000 円以下の場合：支払った保険料の金額

イ 12,000 円を超え 32,000 円以下の場合：支払った保険料の金額の合計額

×1/2＋6,000 円

ウ 32,000 円を超え 56,000 円以下の場合：支払った保険料の金額の合計額

×1/4＋14,000 円

エ 56,000 円を超える場合：28,000 円

（３）生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払って

いる場合

◆新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額（各保険の限

度額 28,000 円、全体の限度額 70,000 円）

２ 地震保険料控除

（１）地震保険契約に係るものである場合、支払った保険料が

ア 50,000 円以下の場合：支払った保険料の金額の合計額×1/2

イ 50,000 円を超える場合：25,000 円

（２）旧長期損害保険契約に係るものである場合、支払った保険料が

ア 5,000 円以下の場合：支払った保険料の金額

イ 5,000 円を超え 15,000 円以下の場合：支払った保険料の金額の合計額×

1/2＋2,500 円

ウ 15,000 円を超える場合：10,000 円

（３）地震保険契約に係るものと旧長期損害保険契約に係るものとがある場合

（地震保険契約について支払った保険料で（１）に準じて計算した金額）＋（旧

長期損害保険契約等について支払った保険料で（２）に準じて計算した金額）

＝限度額：25,000 円

３ 障害者控除：一人につき２６万円（特別障害者の場合３０万円，同居特別障

害者の場合５３万円）

４ 寡婦（寡夫）控除：２６万円（特定寡婦の場合：３０万円）

５ 勤労学生控除：２６万円

６ 配偶者控除（申告者の所得が 1,000 万円以下の場合）

あなたに合計所得金額が３８万円以下の控除対象配偶者がいる場合

※青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払いを受ける人

及び事業専従者に該当する人は、配偶者控除は受けられません。

あなたの合計所得金額

900 万円以下
900 万円超

950 万円以下

950 万円超

1000 万円以下

控除対象配偶者 ３３万円 ２２万円 １１万円

老人控除対象配偶者 ３８万円 ２６万円 １３万円
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ウ 税率

（ア）均等割：町民税３，５００円，県民税１，５００円（標準課税）

※特例により、平成２６年度から令和５年度までの１０年間は町民税分、県

民税分、いずれも５００円引き上げられています。

（イ）所得割

ａ 課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に対する税率

ｂ その他の税率

７ 配偶者特別控除（申告者の所得が 1,000 万円以下の場合）

生計を同一にする配偶者を有し、配偶者の合計所得金額が３８万円を超え

１２３万円以下の場合

※青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払いを受ける人

及び事業専従者に該当する人は、配偶者特別控除は受けられません。

８ 扶養控除

扶養親族一人につき３３万円。ただし、扶養親族が特定扶養親族（１９歳以

上２３歳未満）の場合は一人につき４５万円。また老人扶養親族（７０歳以上）

である場合は一人につき３８万円。納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、

同居している老人扶養親族（７０歳以上）である場合は一人につき４５万円。

※控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢１６歳以上の者をいいます。

※青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払いを受ける人

及び事業専従者に該当する人は、扶養控除は受けられません。

配偶者の合計所得金額

あなたの合計所得金額

900 万円以下
900 万円超

950 万円以下

950 万円超

1000 万円以下

38 万円超 85 万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円

85 万円超 90 万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円

90 万円超 95 万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円

95 万円超 100 万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円

100 万円超 105 万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円

105 万円超 110 万円以下 １６万円 １１万円 ６万円

110 万円超 115 万円以下 １１万円 ８万円 ４万円

115 万円超 120 万円以下 ６万円 ４万円 ２万円

120 万円超 123 万円以下 ３万円 ２万円 １万円

課税所得の段階 合 計 町民税 県民税

一律 １０％ ６％ ４％

課税所得の種類 合計ａ＋ｂ 町民税 ａ 県民税 ｂ

土地、建物等の長期譲渡

所得
５％ ３％ ２％

優良住宅地の造成等の

ために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得

４％
2,000 万円以下の

部分２．４％

2,000 万円以下の

部分１．６％

５％
2,000 万円超の部

分３％

2,000 万円超の部

分２％
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（参考：源泉徴収口座による申告不要の特例）

源泉徴収口座（所得税において源泉徴収口座を選択した特定口座）を通

じて行われる上場株式等の譲渡による所得については、源泉徴収のみで課

税関係を終了させることができます。

（ウ）所得割額の計算

●一般的な例

課税所得金額（所得金額－所得控除額）×税率－税額控除＝所得割額

●複数の所得のある例

ａ 課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額×

税率＝算出税額

ｂ 土地等に係る課税事業所得等の金額×税率＝算出税額

ｃ 課税長期譲渡所得金額×税率＝算出税額

ｄ 課税短期譲渡所得金額×税率＝算出税額

ｅ 上場株式等に係る課税配当所得の金額×税率＝算出税額

ｆ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額×税率＝算出税額

ｇ 先物取引に係る課税雑所得等の金額×税率＝算出税額

（算出税額ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ＋ｇ－調整控除額－配当控除額－住宅

借入金等特別税額控除額－寄附金税額控除）－外国税額控除額＝所得割

額

h 配当割額、株式等譲渡所得割額控除前の所得割額－配当割額控除額、株

式等譲渡所得割額控除額＝配当割額、株式等譲渡所得割額控除後の所得

割額

エ 税額控除

（ア）調整控除

所得税と個人住民税の人的控除額（基礎控除、扶養控除等）の差に基づく負担

増を調整するため、個人住民税所得割額から次の金額が控除されます。

-２８-

課税所得の種類 合計ａ＋ｂ 町民税 ａ 県民税 ｂ

居住用財産を譲渡した

場合の長期譲渡所得

４％
6,000 万円以下の

部分２．４％

6,000 万円以下の

部分１．６％

５％
6,000 万円超の部

分３％

6,000 万円超の部

分２％

土地、建物等の短期譲渡

所得
９％

５．４％（国等に対

する譲渡３％）

３．６％（国等に対

する譲渡２％）

土地の譲渡等に係る事

業所得等
１２％ ７．２％ ４．８％

株式等に係る配当所得 ５％ ３％ ２％

株式等に係る譲渡所得

等
５％ ３％ ２％

先物取引等に係る雑所

得等
５％ ３％ ２％



ａ 個人住民税の合計課税所得金額が２００万円以下の場合

次のいずれか少ない金額の５％（町民税３％、県民税２％）

① ５万円（基礎控除分）に所得税との人的控除額（基礎控除以外の部分）の

差の合計額を加算した金額

② 個人住民税の合計課税所得金額

ｂ 個人住民税の合計課税所得金額が２００万円超の場合

｛ａ①－（ａ②－２００万円）｝の５％（町民税３％、県民税２％）

ただし、上記の金額が２，５００円未満の場合は、２，５００円

■個人住民税と所得税の人的控除額の差 （単位：万円）

（イ）配当控除

配当控除制度は、配当所得について、法人段階で法人税が課税され、更に個人

段階でも所得税と個人住民税が課税されるため、その二重課税を調整するため

に設けられた制度です。

（ウ）住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）

所得税で住宅借入金等特別控除の適用がある方に対して、次のａ、ｂのうちい

ずれか少ない額が町・県民税の所得割額から控除されます。

-２９-

控除の種類 住民税 所得税 差額

障害者控除 ２６ ２７ １

特別障害者 ３０ ４０ １０

同居特別障害者 ５３ ７５ ２２

寡婦（寡夫）控除 ２６ ２７ １

特定寡婦（所得５００万円以下、子有） ３０ ３５ ５

勤労学生控除（所得６５万円以下） ２６ ２７ １

配偶者控除（所得３８万円以下） ３３ ３８ ５

老人控除対象配偶者（７０歳以上） ３８ ４８ １０

配偶者特別控除（所得７６万円未満） ― ― ―

前年所得３８万円を超４０万円未満 ３３ ３８ ５

前年所得４０万円以上４５万円未満 ３３ ３６ ３

扶養控除（所得３８万円以下） ３３ ３８ ５

特定扶養親族（１６歳～２２歳） ４５ ６３ １８

老人扶養親族（７０歳以上） ３８ ４８ １０

同居老親等扶養親族（７０歳以上） ４５ ５８ １３

基礎控除 ３３ ３８ ５

課税所得金額

種類

１，０００万円以下

の部分

１，０００万円超の

部分

町民税 県民税 町民税 県民税

利益の配当等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％

証券，投

資信託等

外貨建等証券投資信託以外 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3％

外貨建等証券投資信託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％



ａ 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれない額

ｂ 次の表により算出した額

※住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が８％である場

合、又は東日本大震災の被害者等に係る住宅借入等を有する場合のみ

（エ）寄附金税額控除

都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対す

る寄附金及び都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金について寄附

金税額控除を町民税・県民税の所得割額から減額する控除です。

（オ）外国税額控除

外国税額控除は、外国で課税された所得税等の額を、所得税、都道府県民税及

び区市町村民税の控除限度額の範囲内において、所得税から控除し、所得税で控

除しきれないときは、都道府県民税から控除し、それでも控除しきれないときは、

区市町村民税から控除されます。

なお、以上でも控除しきれないときは、３年間の繰越控除が認められています。

（カ）配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

所得割の納税義務者が、配当割額又は株式等譲渡所得割額を課税された場合

において、翌年の４月１日の属する年度分の個人住民税の申告書（確定申告書を

含む）に、配当割額又は株式等譲渡所得割額に係る一定の事項を記載して提出し

たときは、県民税又は町民税の所得割額からそれぞれ次の控除率を乗じた 金

額を控除します。

なお、控除しきれなかった金額があるときは、当該納税義務者に対して還付し、

又はその年度分の住民税（県民税の所得割額、均等割額・町民税の所得割額、均

等割額）に充当し、若しくは未納分の徴収金に充当されます。

オ 賦課期日・納期

（ア）賦課期日：各年の１月１日

（イ）納期

ａ 均等割及び所得割（退職分離課税に係る所得割を除く。）

① 普通徴収の場合

年税額を４回に分けて納税する。

② 給与からの特別徴収の場合

勤務先の会社や事業所が毎月の給与等から天引きし納税する。

-３０-

居住開始年月日 ～平成２６年３月末
平成２６年４月１日～令和

３年１２月末 ※

控除限度額
所得税の課税総所得金額等

の５％（最高 97,500 円）

所得税の課税総所得金額等

の７％（最高 136,500 円）

区分 町民税 県民税

配当割額又は株式等譲渡所得割額 ３／５ ２／５

期別 １期 ２期 ３期 ４期

納付月 ６月 ８月 １０月 １月

月 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５

納期 毎月１０日までに納付
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③ 年金からの特別徴収の場合

年金所得のみで発生した町・県民税額について各年金保険者が毎支給ごとの

年金から天引きし納税する。

b 退職分離課税に係る所得割

徴収の日の属する月の翌月の１０日までに納付

（２）法人町民税

ア 納税義務者

（ア）町内に事務所又は事業所を有する法人（人格のない社団等で代表者又は管

理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含む。）

（イ）町内に寮等を有する法人で町内に事務所又は事業所を有しない法人

（ウ）町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団代表者又

は管理人の定めのあるもの（（ア）に該当するものを除く。）

イ 課税標準

（ア）均等割：法人の所得に関係なく資本金等の金額によって一律に課税される。

（イ）法人税割：法人税額に一定の税率を乗じて課税される。

ウ 税率

（ア）均等割（標準税率）

徴収月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

納期 年金支給日

法人の区分 税額

（１）次に掲げる法人

ア 法人税法第２条第５号の公共法人及び法第２９４条第

７項に規定する公益法人等のうち、法第２９６条第１項

の規定により均等割を課することができないもの以外の

もの（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益

事業を行うものを除く。）

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の

２に規定する非営利型法人をいう。以下この号において

同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法人（非

営利型法人に該当するものを除く。）

５万円
エ 保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定する相互会

社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないも

の（アからウまでに掲げる法人を除く。）

オ 資本金等の額（地方税法第２９２条第１項第４号に規定

する資本金等の額をいう。以下この表において同じ）を有

する法人（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収

益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下こ

の表において同じ。）で資本金等の額が１千万円以下であ

るもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等

の従業者（俸給、給料若しくは賞与またはこれらの性質を

有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。）の

数の合計数（次号から第９号までにおいて「従業者数の合

計数」という。）が５０人以下のもの



つづき

（イ）法人税割（標準税率）：課税標準となる法人税額 × 税率

エ 申告・納税

申告納付の方法により納税

（ア）事業年度を６か月としている法人の申告納付

法人の事業年度が６か月である場合、法人税の申告書を提出する期限まで

に法人町民税の申告書を提出するとともに、均等割額の２分の１の額と法人

税割額の合算額を納税する。

（イ）事業年度を１年としている法人の申告納付

法人の事業年度が１年である場合においては、先ず中間申告を行い、申告

額を納税し、次に確定申告を行い、確定申告と中間申告との差額を納税する。

-３２-

法人の区分 税額

（２）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１千万円以下

であるもののうち、従業者数の合計数が５０人を超える法人
１２万円

（３）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１千万円を超

え１億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が５０

人以下であるもの

１３万円

（４）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１千万円を超

え１億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が５０

人を超えるもの

１５万円

（５）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１億円を超え

１０億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が５０

人以下であるもの

１６万円

（６）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１億円を超え

１０億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が５０

人を超えるもの

４０万円

（７）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１０億円を超

えるもののうち、従業者数の合計数が５０人以下であるも

の

４１万円

（８）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１０億円を超

え５０億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が５

０人を超えるもの

１７５万円

（９）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が５０億円を超

えるもののうち、従業者数の合計数が５０人を超えるもの
３００万円

法人税割の税率

平成26年9月30日

以前に開始する事

業年度

平成26年10月1日

以後に開始する事

業年度

令和元年 10 月１日

以後に開始する事

業年度

１２．３％ ９．７％ ６．０％



-３３-

２ 個人町民税所得者区分別課税額の推移 （単位：千円，％）

資料：課税状況等調書第２表

３ 個人町民税所得者区分別納税義務者数の推移 （単位：人，％）

資料：課税状況等調書第２表

４ 個人町民税所得者区分別総所得金額の推移 （単位：千円，％）

資料：課税状況等調書第５表、第６表、第７表、第９表、第１１表

年度

所得者区分 課税額 構成比 前年比 課税額 構成比 前年比 課税額 構成比 前年比

給与所得者 875,114 82.7 0.9 873,330 82.9 ▲ 0.2 881,989 83.0 1.0

営業等所得者 32,979 3.1 8.1 29,378 2.8 ▲ 10.9 30,554 2.9 4.0

農業所得者 872 0.1 ▲ 36.9 1,610 0.2 84.6 1,720 0.2 6.8

その他所得者 148,021 14.0 ▲ 31.9 148,145 14.1 0.1 147,335 13.9 ▲ 0.5

計 1,056,986 99.9 ▲ 5.3 1,052,463 100.0 ▲ 0.4 1,061,598 100.0 0.9

27 28 29

年度

所得者区分 課税額 構成比 前年比 課税額 構成比 前年比

給与所得者 884,370 82.5 0.3 894,799 84.0 1.2

営業等所得者 30,820 2.9 0.9 29,477 2.8 ▲ 4.4

農業所得者 2,426 0.2 41.0 1,241 0.1 ▲ 48.8

その他所得者 153,714 14.3 4.3 138,555 13.0 ▲ 9.9

計 1,071,330 99.9 0.9 1,064,072 99.9 ▲ 0.7

30 元

年度

所得者区分
納税義
務者数

構成比 前年比
納税義
務者数

構成比 前年比
納税義
務者数

構成比 前年比

給与所得者 7,818 74.5 0.6 7,847 74.2 0.4 7,881 73.8 0.4

営業等所得者 343 3.3 2.7 330 3.1 ▲ 3.8 336 3.1 1.8

農業所得者 18 0.2 ▲ 18.2 26 0.2 44.4 28 0.3 7.7

その他所得者 2,319 22.1 ▲ 1.3 2,370 22.4 2.2 2,428 22.7 2.4

計 10,498 100.1 0.2 10,573 99.9 0.7 10,673 99.9 0.9

27 28 29

年度

所得者区分
納税義
務者数

構成比 前年比
納税義
務者数

構成比 前年比

給与所得者 7,900 74.0 0.2 8,017 74.4 1.5

営業等所得者 321 3.0 ▲ 4.5 320 3.0 ▲ 0.3

農業所得者 31 0.3 10.7 28 0.3 ▲ 9.7

その他所得者 2,422 22.7 ▲ 0.2 2,414 22.4 ▲ 0.3

計 10,674 100.0 0.0 10,779 100.1 1.0

30 元

年度

所得者区分 総所得金額 構成比 前年比 総所得金額 構成比 前年比 総所得金額 構成比 前年比

給与所得者 22,454,453 81.7 0.9 22,568,555 81.8 0.5 22,887,927 82.0 1.4

営業等所得者 856,837 3.1 5.8 794,581 2.9 ▲ 7.3 813,389 2.9 2.4

農業所得者 27,716 0.1 ▲ 24.0 49,661 0.2 79.2 48,595 0.2 ▲ 2.1

その他所得者 3,752,831 13.7 ▲ 2.1 3,843,662 13.9 2.4 3,779,673 13.5 ▲ 1.7

分離課税所得者 391,434 1.4 26.3 325,245 1.2 ▲ 16.9 380,639 1.4 17.0

計 27,483,271 100.0 0.9 27,581,704 100.0 0.4 27,910,223 100.0 1.2

27 28 29

年度

所得者区分 総所得金額 構成比 前年比 総所得金額 構成比 前年比

給与所得者 23,085,308 81.9 0.9 23,463,187 82.5 1.6

営業等所得者 811,349 2.9 ▲ 0.3 803,013 2.8 ▲ 1.0

農業所得者 71,396 0.3 46.9 45,431 0.2 ▲ 36.4

その他所得者 3,779,685 13.4 0.0 3,713,930 13.1 ▲ 1.7

分離課税所得者 438,413 1.6 15.2 400,586 1.4 ▲ 8.6

計 28,186,151 100.1 1.0 28,426,147 100.0 0.9

30 元
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５ 個人町民税納税義務者及び町民税額の推移

（単位：人，千円）

資料：課税状況等調書第２表、第３表

（参考）年金特別徴収は平成２１年１０月分からはじまりました

年度

区分 納税義務者 町民税額 納税義務者 町民税額 納税義務者 町民税額 納税義務者 町民税額 納税義務者 町民税額

均等割のみ 361 1,265 180 632 213 746 203 711 182 637

均等割＋所得割 2,395 256,660 1,489 178,042 1,492 176,806 1,477 183,027 1,534 175,205

計 2,756 257,925 1,669 178,674 1,705 177,552 1,680 183,738 1,716 175,842

均等割のみ 355 1,243 388 1,358 361 1,264 391 1,369 415 1,453

均等割＋所得割 1,697 74,908 1,798 80,339 1,888 84,219 1,897 83,338 1,913 81,907

計 2,052 76,151 2,186 81,697 2,249 85,483 2,288 84,707 2,328 83,360

均等割のみ 224 784 372 1,302 377 1,320 352 1,232 377 1,320

均等割＋所得割 5,466 722,126 6,346 790,790 6,342 797,243 6,354 801,653 6,358 803,550

計 5,690 722,910 6,718 792,092 6,719 798,563 6,706 802,885 6,735 804,870

均等割のみ 940 3,292 940 3,292 951 3,330 946 3,312 974 3,410

均等割＋所得割 9,558 1,053,694 9,633 1,049,171 9,722 1,058,268 9,728 1,068,018 9,805 1,060,662

計 10,498 1,056,986 10,573 1,052,463 10,673 1,061,598 10,674 1,071,330 10,779 1,064,072

27 28 29 30 元

年金特別徴収義務者数 7 6 6 6 6

給与特別徴収義務者数 2,703 3,239 3,219 3,203 3,197

普
通
徴
収

年
金

特
別
徴
収

給
与

特
別
徴
収

合
計
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６ 個人町民税の所得控除額の推移

（単位：千円，％）

資料：課税状況等調書第５８表

（参考１）平成１８年度課税分から老年者控除が廃止されました。

（参考２）平成２１年度課税分から寄附金控除は、所得控除から税額控除に変更されました。

（参考３）平成２４年度課税分から控除対象扶養親族は１６才以上の者になりました。

（参考４）令和元年度課税分から配偶者控除・配偶者特別控除の改正により適用条件が変更されました。

年度
区分 控除額 前年度比 控除額 前年度比 控除額 前年度比 控除額 前年度比 控除額 前年度比

雑損控除 825 皆増 382 ▲ 53.7 0 皆減 1,337 皆増 300 ▲ 77.6

医療費控除 225,557 ▲ 3.3 234,020 3.8 249,221 6.5 269,677 8.2 257,297 ▲ 4.6

社会保険料控除 4,743,109 2.2 4,847,946 2.2 4,968,910 2.5 5,052,126 1.7 5,121,816 1.4

小規模企業共済掛金控除 45,190 ▲ 1.5 49,763 10.1 57,155 14.9 59,936 4.9 71,194 18.8

生命保険料控除 303,375 2.9 310,417 2.3 317,889 2.4 321,477 1.1 326,346 1.5

地震保険料控除 23,228 1.4 23,680 1.9 24,762 4.6 25,750 4.0 26,759 3.9

寄附金控除

障害者控除（普通/特別） 94,440 1.6 94,480 0.0 94,220 ▲ 0.3 96,860 2.8 94,840 ▲ 2.1

寡婦控除（一般/特別） 42,220 3.1 42,820 1.4 46,440 8.5 49,440 6.5 50,920 3.0

寡夫控除 6,500 0.0 5,980 ▲ 8.0 5,460 ▲ 8.7 7,020 28.6 5,980 ▲ 14.8

勤労学生控除 0 0.0 0 0.0 520 0.0 0 0.0 260 0.0

配偶者控除（一般/老人） 977,320 ▲ 1.7 944,100 ▲ 3.4 943,680 ▲ 0.0 915,300 ▲ 3.0 840,660 ▲ 8.2

配偶者特別控除 77,340 6.5 82,170 6.2 76,940 ▲ 6.4 57,380 ▲ 25.4 136,180 137.3

扶養控除（一般/特定/老人/同老） 606,930 ▲ 0.5 575,430 ▲ 5.2 587,120 2.0 596,330 1.6 603,640 1.2

同居特別障害加算分 16,330 ▲ 9.0 17,250 5.6 17,480 1.3 16,100 ▲ 7.9 13,110 ▲ 18.6

基礎控除 3,154,140 0.5 3,178,890 0.8 3,208,260 0.9 3,210,240 0.1 3,235,650 0.8

合計 10,316,504 1.0 10,407,328 0.9 10,598,057 1.8 10,678,973 0.8 10,784,952 1.0

27 28 29 30 元
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７ 令和元年度個人町民税の納税義務者等に関する調

（単位：人，千円）

資料：課税状況等調書第２表

８ 個人町民税負担額の推移

（単位：円）

（参照）（５）個人町民税納税義務者及び町民税額の推移

年度

所得者区分 納税義務者数 均等割額 納税義務者数 所得割額 納税義務者数 均等割額 所得割額 納税義務者数 町民税額

給与所得者 502 1,757 7,515 26,303 866,739 8,017 894,799

営業等所得者 50 175 270 945 28,357 320 29,477

農業所得者 5 18 23 81 1,142 28 1,241

その他所得者 417 1,460 1,997 6,990 130,105 2,414 138,555

合計 974 3,410 0 0 9,805 34,319 1,026,343 10,779 1,064,072

均等割のみを納める者 所得割のみを納める者 均等割と所得割を納める者 合計

年度
区分

49,621 49,757 50,370 51,155 51,246 

110,506 109,711 109,330 108,975 107,984 

93,587 107,054 104,136 109,368 102,472 

37,111 37,372 38,001 37,022 35,808 

127,049 117,905 118,851 119,726 119,506 

100,685 99,542 99,466 100,368 98,717 

人口 21,301 21,152 21,076 20,943 20,764 

世帯数 9,565 9,593 9,710 9,831 9,854 

人口１人当り

一世帯当り

普通徴収１人当り

年金特別徴収１人当り

給与特別徴収１人当り

納税義務者１人当り

27 28 29 30 元

各年の７月１日現在
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９ 令和元年度個人町民税の課税標準額段階別課税状況

（単位：人，千円）

資料：課税状況等調書第５表、第６表、第７表、第９表、第１１表

所得者区分

課税標準
額の段階

人員 課税標準額 人員 課税標準額 人員 課税標準額 人員 課税標準額 人員 課税標準額 人員 課税標準額

10万円以下 86 13,897 10 1,405 1 159 28 6,476 27 267,348 152 289,285

10万円を超え
100万円以下

2,050 1,234,887 85 44,458 16 9,269 1,101 596,664 20 205,934 3,272 2,091,212

100万円を超え
200万円以下

2,307 3,359,660 62 90,416 2 2,396 456 626,034 21 128,465 2,848 4,206,971

200万円を超え
300万円以下

1,369 3,336,777 48 115,203 2 4,966 106 255,521 14 103,347 1,539 3,815,814

300万円を超え
400万円以下

713 2,453,881 19 64,340 1 3,831 31 110,082 10 109,539 774 2,741,673

400万円を超え
550万円以下

499 2,300,672 11 50,717 0 0 26 121,741 5 27,096 541 2,500,226

550万円を超え
700万円以下

113 689,836 3 18,892 0 0 6 38,104 3 22,239 125 769,071

700万円を超え
1000万円以下

72 582,596 5 42,255 0 0 9 74,651 1 9,190 87 708,692

1000万円超 59 982,871 6 71,075 0 0 5 73,674 6 119,695 76 1,247,315

合計 7,268 14,955,077 249 498,761 22 20,621 1,768 1,902,947 107 992,853 9,414 18,370,259

給与所得者 営業等所得者 農業所得者 その他の所得者 分離課税所得者 計



１０ 法人町民税現年課税分調定額の推移

（単位：人，千円，％）

１１ 平成３０年度法人町民税現年課税分月別調定額

（単位：千円）

１２ 法人の設立状況（令和元年度）

資料：課税状況調書第１表

-３８-

年度
区分

納税義務者 502 525 529 549 567 

均等割額 64,181 64,226 72,458 71,172 75,781 

法人税割額 115,933 146,068 171,705 183,613 223,707 

合計 180,616 210,819 244,692 255,334 300,055 

対前年増減率 19.3 16.7 16.1 4.3 17.5 

26 27 28 29 30

月 均等割 法人税割 合計

４ 6,460 13,066 19,526

５ 11,818 22,950 34,768

６ 8,657 21,817 30,474

７ 6,323 27,015 33,338

８ 4,186 11,390 15,576

９ 2,737 3,673 6,410

１０ 8,339 31,536 39,875

１１ 10,869 29,036 39,905

１２ 2,566 12,092 14,658

１ 3,485 15,722 19,207

２ 2,495 1,460 3,955

３ 7,846 33,949 41,795

合計 75,781 223,706 299,487

法人等の区分
法人均等割

納税義務者数 
資本積立金額との合計額）が50億円を超える法人（保険業法に規定する相互会社
以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び公共法人等を除く。次
号から第５号において同じ。）で町内に有する事務所、事業所、又は寮等の従業
者（政令で定める役員を含む。）の合計数（次号から第５号において「従業者数
の合計数」という。）が50人を超えるもの

3

資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を
超えるもの

1

資本等の金額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの 73
資本等の金額が１億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を
こえるもの

3

資本等の金額が１億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以
下であるもの

69

資本等の金額が１千万円を超え１億円以下である法人で従業者数の合計数が50人
を超えるもの

4

資本等の金額が１千万円を超え１億円以下である法人で従業者数の合計数が50人
以下であるもの

96

資本等の金額が１千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 1
前各号に掲げる法人以外の法人 428

計 678


